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このコーナーに対するご意見等は、高島市教育委員会事務局教育総務課  （32）1132 までお気軽にお問い合わせください

　教育委員会 information
　
「
荒
れ
」
た
り
「
キ
レ
」
た
り
す
る

子
ど
も
た
ち
に
不
足
し
て
い
る
の
は
、

「
自
己
肯
定
感
」（
自
分
が
好
き
と
い
え

る
子
ど
も
）と「
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

（
思
い
通
り
に
い
か
な
く
て
も
感
情
や

行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
）
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　

『「
い
い
子
で
な
く
て
も
大
好
き
」

と
言
え
ま
す
か
？

子
育
て
支
援
課
　
（
２
５
）
８
１
３
６

　
で
は
、
こ
の
自
己
肯
定
感
や
自
己
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
力
は
ど
う
育
つ
の
で

し
ょ
う
か
？　
子
ど
も
は
大
人
の
都
合

を
考
え
ず
に
、
ミ
ル
ク
を
ほ
し
が
り
、

オ
ム
ツ
を
替
え
さ
せ
、
一・
二
歳
に
な

る
と
「
イ
ヤ
」「
自
分
で
」
と
自
己
主

張
し
手
を
や
か
せ
る
も
の
で
す
。
し
か

し
、
ミ
ル
ク
が
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、「
お
母
ち
ゃ
ん
は
ほ
ん

と
に
ぼ
く
の
こ
と
が
好
き
な
の
？
」
と

親
の
愛
を
確
か
め
て
い
る
の
で
す
。

　　
「
泣
き
虫
で
も
、
お
こ
り
ん
ぼ
う
で

も
、
わ
が
ま
ま
さ
ん
で
も
、
お
母
さ
ん

は
あ
な
た
が
大
好
き
」
と
言
っ
て
欲
し

い
の
で
す
。「
ち
ょ
っ
と
ぐ
ら
い
悪
い

こ
と
し
て
も
お
母
さ
ん
は
ぼ
く
の
こ
と

好
き
な
ん
だ
、
大
丈
夫
な
ん
だ
」
と
安

心
し
、
自
分
を
肯
定
的
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
心
が
落
ち

着
き
、
た
と
え
自
分
の
思
い
通
り
に
い

か
な
く
て
も
自
分
の
気
持
ち
を
切
り
換

え
た
り
立
て
直
し
た
り
す
る
力
が
つ
い

て
い
く
の
で
す
。

　　
「
い
い
子
は
好
き
だ
け
ど
、
い
い
子

で
な
い
あ
な
た
は
嫌
い
」
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
た
子
は
、
お
母
さ

ん
に
見
捨
て
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
必
死

に
い
い
子
に
な
ろ
う
と
が
ん
ば
る
の
で

す
。
が
ん
ば
り
き
れ
な
く
な
っ
た
い
い

子
た
ち
が
キ
レ
て
い
く
の
で
す
。
乳
幼

児
期
は
「
い
い
子
」
よ
り
、
あ
り
の
ま

ま
の
自
分
を
出
し
て
い
る
子
の
ほ
う
が

安
心
で
す
。』

宮
里　
六
郎
『「
荒
れ
る
子
」「
キ
レ
ル
子
」
と

保
育
・
子
育
て　
乳
幼
児
期
の
育
ち
と
大
人
の

か
か
わ
り
』
か
も
が
わ
出
版
、
２
０
０
１
年
、

１
４
３
頁
．
１
４
４
頁
よ
り

　
子
ど
も
は
、

「
あ
な
た
が
大
好
き
」

「
あ
な
た
が
大
事
」

　
と
い
う
気
持
ち
が
伝
わ
る

こ
と
が
、
何
よ
り
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
な
っ
て
、
外
の
世
界

に
気
持
ち
を
向
け
て
歩
み
だ

せ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
子
ど
も
さ
ん
は
「
あ
り
の

ま
ま
の
自
分
」
を
出
せ
て
い

ま
す
か
？

　　 　
「
地
方
教
育
行
政
の

組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
」
の
改
正
に
と

も
な
い
、
市
長
と
教
育

委
員
会
が
十
分
な
意
思

の
疎
通
を
図
り
、
市
の

教
育
行
政
を
推
進
す
る

た
め
に
総
合
教
育
会
議

を
設
置
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
市
長
は
そ

の
地
域
の
実
情
に
応

じ
、
教
育
、
学
術
、
文
化
振
興
に
関
す
る

総
合
的
な
施
策
に
つ
い
て
、
目
標
や
方
針

を
総
合
教
育
会
議
で
協
議
、
調
整
し
た
上

で
教
育
大
綱
を
定
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
教
育
大
綱
の
実
施
期
間
は
、
平

成
28
年
度
か
ら
平
成
32
年
度
ま
で
の
５
年

間
と
し
、
今
後
の
社
会
情
勢
等
の
変
化
を

○
８
月
20
日
（
木
）

　
第
１
回
高
島
市
総
合
教
育
会
議
開
催

　
・
大
綱
（
案
）
に
つ
い
て
の
協
議

○
11
月
24
日
（
火
）

　
第
２
回
高
島
市
総
合
教
育
会
議
開
催

　
・
第
１
回
会
議
結
果
を
受
け
大
綱
（
案
）

　
　
の
協
議

　
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
活
用
に
つ
い
て

○
２
月
９
日
（
金
）

　
第
３
回
高
島
市
総
合
教
育
会
議
開
催
予
定

　
・
第
２
回
会
議
結
果
を
受
け
大
綱
（
案
）

　
　
の
協
議
、
大
綱
の
確
定

　スマートフォンなどの通信機器はとても便利で
すが、一方で、ネット依存による学力低下や、有
害サイトへの接続により事件に巻き込まれるなど
の問題が発生しています。
　高島市青少年育成市民会議では、11 月 22 日

（日）に開催しました２０１５年高島市青少年育
成大会において、「ネットの危険から高島の子ど
もを守る運動を推進するための緊急アピール」を
行い、皆さんに賛同いただいたことから、下記の
内容で運動を実施することになりました。

　現在、文化財収蔵庫としている今津文化財収蔵庫（旧今
津東体育館）と新旭整理棟が市庁舎の整備・増築に伴い解
体撤去されることとなり、ここに収蔵している資料（出土
品、民具、歴史資料）の移転作業を２月に行います。移転
に際しては、次の方針に基づいて適切な整理を行い、今後
も高島市の貴重な文化財を良好な状態で保存し、有効に活
用するよう努めていきます。

教
育
委
員
会
の
取
り
組
み

平
成
27
年
度
の

教
育
総
務
課

高島市教育委員会
第 12 回定例会報告
　12 月 22 日開催

総
合
教
育
会
議
を
開
催
し
、
教
育
大
綱
を
策
定
し
て
い
ま
す

今
年
度
の
総
合
教
育
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
開
催
状
況

○議案
・高島市体育施設の管理運営に
関する規則等の一部を改正する
規則案
・高島市立学校の通学区域に関す
る規則の一部を改正する規則案
・高島市立学校の就学指定校の
変更および区域外通学に関する
取扱要綱の一部改正について

○協議・報告事項
・平成 27 年 12 月高島市議会
定例会一般質問の概要報告
・平成 27 年度教育に関する事
務の管理及び執行の状況の点検
及び評価実施要領について
・平成 28 年度「教育の重点」
策定に係る基本構想について
・平成 28 年高島市成人式につ
いて
・平成 27 年度「ネットの危険
から高島の子どもを守ろう」研
修会について

文化財収蔵庫および
埋蔵文化財整理棟を移転します

踏
ま
え
、
毎
年
、
総
合
教
育
会
議
で
協
議
、

調
整
を
行
い
状
況
に
応
じ
て
適
宜
見
直
し

ま
す
。

ネットの危険から
高島の子どもを守る運動開始！

整理の方針
●出土遺物（コンテナ）
  （１）全箱を安曇川町の新収蔵施設に移転します。
  （２）収蔵スペースの縮小をはかる観点から、活用が困難
　　　と判断された出土品については、集約化を進め、コ
　　　ンテナ数の削減に努めます。
●民具（民俗資料）
　（１）破損や経年劣化により文化財的価値を失っている
　　　  ものは廃棄します。
　（２）同時代、同種、同地域の資料は一定整理をします。
　（３）今後の活用を見据えた整理を行い、安曇川町の新
　　　  収蔵施設に適切に収蔵します。
　（４）学校教育等での活用を推進します。

●内容　スマートフォンなどの通信機器は
（１）家族でルールを決めて使う
 　　 ① 学校に持っていかない
  　　② ネットに悪口や個人が特定される情報を
　　　   書き込まない
  　　③深夜には使わない
  　　④ ダウンロードするアプリやソフトは必ず
　　　   保護者が確認する　等

（２）不適切なサイトの閲覧や犯罪の被害にあわ
　　  ないようにフィルタリングをする


